
津市社会福祉法人等による利用者負担額の軽減制度に係る助成事業実施

要綱 

平成１８年１月１日訓第１４３号  

改正 平成２６年５月３０日訓第３５号 

   平成２６年１０月３１日訓第８７号 

   平成２８年３月３１日訓第３９号 

   平成２８年７月２９日訓第６０号 

   令和３年３月２９日訓第２０号 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が低所得

者で特に生計が困難であるものに対して利用者負担額を軽減する場合に、当

該社会福祉法人等に対して所要の助成を行うことに関し必要な事項を定める

ものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

 ⑴ 社会福祉法人等 社会福祉法人又は市町村（本市を除き、一部事務組合

及び広域連合を含む。）のうち、利用者負担額の軽減措置を行うことを三

重県及び本市に申し出た者をいう。 

⑵ 要介護被保険者等 介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」

という。）第７条第３項に規定する要介護者又は法第７条第４項に規定に

する要支援者に該当すると認められた被保険者をいう。 

⑶ 市町村民税非課税世帯 当該年度（４月から６月までにおいては、前年

度）における市町村民税がすべての世帯員について課されていない世帯を

いう。 

⑷ 生活保護受給者 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第６条第１

項に規定する被保護者をいう。 

⑸ 区分支給限度基準額 法第４３条第１項に規定する居宅介護サービス費

等区分支給限度基準額及び法第５５条第１項に規定する介護予防サービス

費等区分支給限度基準額をいう。 

⑹ 訪問介護 法第８条第２項に規定する訪問介護をいう。 



⑺ 通所介護 法第８条第７項に規定する通所介護をいう。 

⑻ 短期入所生活介護 法第８条第９項に規定する短期入所生活介護をいう。 

⑼ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 法第８条第１５項に規定する定期

巡回・随時対応型訪問介護看護をいう。 

⑽ 夜間対応型訪問介護 法第８条第１６項に規定する夜間対応型訪問介護

をいう。 

⑾ 地域密着型通所介護 法第８条第１７項に規定する地域密着型通所介護

をいう。 

⑿ 認知症対応型通所介護 法第８条第１８項に規定する認知症対応型通所

介護をいう。 

⒀ 小規模多機能型居宅介護 法第８条第１９項に規定する小規模多機能型

居宅介護をいう。

⒁ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 法第８条第２２項に規定

する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護をいう。 

⒂ 複合型サービス 法第８条第２３項に規定する複合型サービスをいう。 

⒃ 介護福祉施設サービス 法第８条第２７項に規定する介護福祉施設サー

ビスをいう。 

⒄ 介護予防短期入所生活介護 法第８条の２第７項に規定する介護予防短

期入所生活介護をいう。 

⒅ 介護予防認知症対応型通所介護 法第８条の２第１３項に規定する介護

予防認知症対応型通所介護をいう。 

⒆ 介護予防小規模多機能型居宅介護 法第８条の２第１４項に規定する介

護予防小規模多機能型居宅介護をいう。 

⒇ 第１号訪問事業 法第１１５条の４５第１項第１号イに規定する第１号

訪問事業をいう。 

(21) 第１号通所事業 法第１１５条の４５第１項第１号ロに規定する第１号

通所事業をいう。 

(22) 旧措置入所者 介護保険法施行法（平成９年法律第１２４号）第１３条

第１項に規定する旧措置入所者をいう。 

(23) 居住費 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び介護福祉施設

サービスの提供に伴い要する居住費をいう。 

(24) 滞在費 短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護の提供に伴い

要する滞在費をいう。 



(25) 宿泊費 小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護

の提供に伴い要する宿泊費をいう。 

(26) 利用者負担額 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準

平成１２年厚生省告示第１９号）、指定施設サービス等に要する費用の額

の算定に関する基準（平成１２年厚生省告示第２１号）、指定地域密着型

サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成１８年厚生労働省告

示第１２６号）、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する

基準（平成１８年厚生労働省告示第１２７号）及び指定地域密着型介予防

サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成１８年厚生労働省告

示第１２８号）に定める単位により算定した額の１００分の１０に相当す

る額とサービスの提供に伴う宿泊費、滞在費又は居住費及び食事の提供に

要する費用の合計額をいう。 

（対象者） 

第３条 軽減の対象となる利用者（以下「対象者」という。）は、本市が行う

介護保険の要介護被保険者等で、市町村民税非課税世帯に属し、かつ、次の

各号のいずれにも該当するもののうち、その者の収入、世帯の状況、利用者

負担等を総合的に勘案し、生計が困難であると市長が認めるもの及び生活保

護受給者とする。 

⑴ 年間の収入の額が、単身世帯の場合にあっては１５０万円、それ以外の

世帯の場合にあっては１５０万円に利用者以外の世帯員１人につき５０万

円を加算した額以下であること。 

⑵ 預貯金等の額が、単身世帯の場合にあっては３５０万円、それ以外の世

帯の場合にあっては３５０万円に利用者以外の世帯員１人につき１００万

円を加算した額以下であること。 

⑶ 対象者の属する世帯が居住に要する家屋その他の日常生活に必要不可欠

な資産以外の資産を有していないこと。 

⑷ 十分な資産を有する親族等に扶養されていないこと。 

⑸ 介護保険料を滞納していないこと。 

 （対象サービス） 

第４条 利用者負担額の軽減に係る介護保険サービス（以下「対象サービス」

という。）は、社会福祉法人等が行う対象者の利用に係る次に掲げるサービ

ス（第１号から第８号まで、第１０号及び第１２号から第１６号までのサー

ビスにあっては、区分支給限度基準額を超えないものに限る。）とする。 



⑴ 訪問介護 

⑵ 通所介護 

⑶ 短期入所生活介護 

⑷ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

⑸ 夜間対応型訪問介護  

⑹ 地域密着型通所介護 

⑺ 認知症対応型通所介護 

⑻ 小規模多機能型居宅介護 

⑼ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

⑽ 複合型サービス 

⑾ 介護福祉施設サービス 

⑿ 介護予防短期入所生活介護 

⒀ 介護予防認知症対応型通所介護  

⒁ 介護予防小規模多機能型居宅介護 

⒂ 第１号訪問事業 

⒃ 第１号通所事業  

２ 前項の規定にかかわらず、生活保護受給者は、前項第３号、第９号、第１

１号及び第１２号に掲げるサービスに係る個室の居住費及び滞在費について

のみを軽減の対象とする。 

３ 第１項の規定にかかわらず、同項第３号、第９号、第１１号及び第１２号

に掲げるサービスに係る居住費又は滞在費及び食費にあっては、法第５１条

の３第１項に規定する特定入所者介護サービス費（以下「特定入所者介護サ

ービス費」という。）又は法第６１条の３第１項に規定する特定入所者介護

予防サービス費（以下「特定入所者介護予防サービス費」という。）が支給

されている場合に限り軽減の対象とする。 

 （適用除外） 

第５条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる利用者負担額の軽減は、行わな

いものとする。 

⑴ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス、

小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護を利用する

市町村民税非課税世帯に属する者であって課税年金収入額（所得税法（昭

和４０年法律第３３号）第３５条第２項第１号に規定する公的年金等の収

入金額をいう。）及び合計所得金額（地方税法（昭和２５年法律第２２６



号）第２９２条第１項第１３号に規定する合計所得金額をいい、当該合計

所得金額に所得税法第２８条第１項に規定する給与所得が含まれている場

合には、当該給与所得については、同条第２項の規定によって計算した金

額（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第４１条の３の３第２項

の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額）から１０

万円を控除して得た額（当該額が零を下回る場合には、零とする。）によ

るものとし、租税特別措置法第３３条の４第１項若しくは第２項、第３４

条第１項、第３４条の２第１項、第３４条の３第１項、第３５条第１項、

第３５条の２第１項、第３５条の３第１項又は第３６条の規定の適用があ

る場合には、当該合計所得金額から介護保険法施行令（平成１０年政令第

４１２号）第２２条の２第２項に規定する特別控除額を控除して得た額と

し、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。）から所得税法

第３５条第２項第１号に掲げる金額を控除して得た額（当該額が零を下回

る場合には、零とする。）の合計額が８０万円以下のものの利用者負担額

（居住費又は宿泊費及び食費に係る利用者負担額を除く。）及び旧措置入

所者に係る介護福祉施設サービスに係る利用者負担割合が１００分の５以

下の者の利用者負担額（ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額を除

く。） 

⑵ 障害者訪問介護利用者に対する支援措置事業に基づき訪問介護に係る利

用者負担額の軽減措置の適用を受ける者に係る訪問介護に係る利用者負担

額 

 （適用関係） 

第６条 対象者が法第５０条及び第６０条の規定による保険給付の割合の変更

による利用者負担額の減免を受けることができる者に該当する場合において

は、この要綱に係る社会福祉法人等による軽減を受けた方が利用者負担額が

低くなる場合に限り、この要綱を適用するものとする。 

２ 法第５１条第１項に規定する高額介護サービス費及び法第６１条第１項に

規定する高額介護予防サービス費並びに法第５１条の２第１項に規定する高

額医療合算介護サービス費及び法第６１条の２第１項に規定する高額医療合

算介護予防サービス費との適用関係については、本事業に基づく軽減制度の

適用をまず行い、軽減制度適用後の利用者負担額に着目して支給を行う。 

３ 特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費との適用関

係については、特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス



費の支給後の利用者負担額について本事業に基づく軽減制度を適用するもの

とする。

 （確認の申請等） 

第７条 対象者としての確認を受けようとする者（以下「申請者」という。）

は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認証交付申請書（第１号様式。以

下「申請書」という。）に介護保険被保険者証その他市長が必要と認める書

類を添えて、市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による提出があった場合は、速やかに審査の上、その

結果を社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書（第２号様式。以下

「決定通知書」という。）により、申請者に通知するとともに、申請者が対

象者に該当すると決定した場合にあっては、社会福祉法人等利用者負担軽減

対象確認証（第３号様式。以下「確認証」という。）を当該申請者に併せて

交付するものとする。 

 （確認証） 

第８条 確認証の有効期限は、確認証を交付した日の属する年度の翌年度（確

認証を交付した日の属する月が４月から７月までの場合にあっては、当該月

の属する年度）の７月３１日までとする。 

 （確認証の更新） 

第９条 確認証の交付を受けた者は、有効期限の満了後においても引き続き対

象者としての確認を受けようとする場合は、確認証の更新の申請をすること

ができる。 

２ 前項の申請をしようとする者は、有効期限の満了日の３０日前までに申請

書に確認証及び市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければな

らない。 

３ 市長は、前項の規定による提出があった場合は、速やかに審査の上、その

結果を決定通知書により申請者に通知するとともに、引き続き対象者に該当

すると決定した場合にあっては、確認証を当該申請者に併せて交付するもの

とする。 

 （確認証の再交付） 

第１０条 確認証を紛失し、又は破損した者は、社会福祉法人等利用者負担軽

減対象確認証再交付申請書（第４号様式）を速やかに市長に提出し、確認証

の再交付を受けなければならない。この場合において、破損した確認証は、

当該申請書に添付するものとする。 



２ 市長は、前項の規定による申請が適当であると認めるときは、速やかに確

認証を再交付するものとする。 

３ 確認証を紛失した者は、確認証の再交付を受けた後において、紛失した確

認証を発見したときは、直ちに発見した確認証を市長に返還しなければなら

ない。 

 （確認証の返還） 

第１１条 確認証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、

速やかに確認証を市長に返還しなければならない。 

⑴ 確認証の交付を受けた者が本市の介護保険に係る被保険者でなくなった

とき。 

⑵ 第３条各号に該当しなくなったとき。 

⑶ その他確認証を必要としなくなったとき。 

２ 市長は、確認証の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、

確認証を返還させることができる。 

⑴ 確認証を他人に譲渡し、又は貸与したとき。 

⑵ 偽りその他不正の手段により確認証の交付を受けたとき。 

 （軽減及び助成の方法等） 

第１２条 確認証の交付を受けた者は、対象サービスの利用に当たっては、事

前に社会福祉法人等に確認証を提示するものとする。この場合において、確

認証の提示を受けた社会福祉法人等は、確認証に記載されたところにより利

用者負担額の４分の１（老齢福祉年金の受給者にあっては２分の１、生活保

護受給者にあっては全額）に相当する額を減額するものとする。 

２ 助成は、別表に定めるところにより算出した助成額を利用者負担額の減額

を行った社会福祉法人等に支払うことによりこれを行う。 

 （委任） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この訓は、平成１８年１月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この訓の施行前に合併前の津市社会福祉法人等による利用者負担額の軽減

制度に係る助成事業実施要綱（平成１３年津市訓第３２号）、社会福祉法人

等による利用者負担額の減免措置に係る支援事業実施要綱（平成１３年久居



市訓令第４号）、社会福祉法人等による利用者負担額の軽減措置に係る支援

事業実施要綱（平成１３年河芸町要綱第４号）、社会福祉法人等による利用

者負担額の減額措置に係る支援事業実施要綱（平成１３年芸濃町要綱第３―

１号）、社会福祉法人等による利用者負担額の減額措置に係る支援事業実施

要綱（平成１３年美里村告示第２０号）若しくは社会福祉法人等による利用

者負担額の減額措置に係る支援事業実施要綱（平成１３年安濃町要綱第１８

号）又は解散前の社会福祉法人等による利用者負担額の減額措置に係る支援

事業実施要綱（平成１３年一志地区広域連合訓令第１号）（以下これらを

「合併前の要綱等」という。）の規定により交付された確認証は、この訓の

相当規定により交付された確認証とみなす。 

３ この訓の施行前に合併前の要綱等の規定により確認証の交付を受けた者に

係る利用者負担額の軽減については、なお合併前の要綱等の例による。 

４ 前項の規定により利用者負担額の軽減を行った社会福祉法人等に対する助

成額については、なお合併前の要綱等の例による。 

５ 前３項に定めるもののほか、合併前の要綱等の規定によりなされた処分、

手続その他の行為は、それぞれこの訓の相当規定によりなされた処分、手続

その他の行為とみなす。 

附 則（平成２６年５月３０日訓第３５号） 

１ この訓は、平成２６年６月１日から施行する。 

２ この訓の施行の際現に改正前の津市社会福祉法人等による利用者負担額の

軽減制度に係る助成事業実施要綱第７条第２項の規定により交付されている

確認証は、改正後の津市社会福祉法人等による利用者負担額の軽減制度に係

る助成事業実施要綱第７第２項の規定により交付された確認証とみなす。

   附 則（平成２６年１０月３１日訓第８７号） 

 この訓は、平成２６年１１月１日から施行する。 

   附 則（平成２８年３月３１日訓第３９号） 

１ この訓は、平成２８年４月１日から施行する。 

２ この訓の施行の際現に改正前の津市社会福祉法人等による利用者負担額の

軽減制度に係る助成事業実施要綱第７条第２項の規定により交付されている

確認証は、改正後の津市社会福祉法人等による利用者負担額の軽減制度に係

る助成事業実施要綱第７条第２項の規定により交付された確認証とみなす。 

   附 則（平成２８年７月２９日訓第６０号） 

 この訓は、平成２８年８月１日から施行する。 



   附 則（令和３年３月２９日訓第２０号） 

 この訓は、令和３年４月１日から施行する。 



別表（第１２条関係） 

減額法人 公費助成額 

地域密着型介護老人

福祉施設及び介護老

人福祉施設を設置す

る社会福祉法人 

 社会福祉法人が利用者負担額を軽減した総額の

うち、当該法人が本来受領すべき利用者負担収入

（減額の対象サービスに係るものに限る。）の１

０％を超える部分については、全額公費助成額と

し、それ以外の部分については、本来受領すべき

利用者負担収入の１％を超える部分の２分の１を

公費助成額とする。 

上記以外のもの  利用者負担額を軽減した総額のうち、本来受領

すべき利用者負担収入の１％を超える部分の２分

の１を公費助成額とする。 



第１号様式（第７条、第９条関係） 

社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認証交付申請書 

フ リ ガ ナ

被 保 険 者 氏

名 

保険者番号

被保険者番

号 

生 年 月 日 年   月   日 性 別 男 ・ 女 

住 所

〒   ― 

電話番号   （  ）     

介 護 老 人 福

祉 施 設 の 所

在 地 及 び 名

称（※） 

  氏 名 生 年 月 日 
性

別 

生計中心者に

○を付けてく

ださい 

世
帯
構
成

世 帯 主

世 帯 員

 （宛先）津市長 
上記のとおり社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認証の交付申請をしま

す。 

なお、申請に際し、被保険者及び負担能力のある親族の住民税課税状況の調

査を津市が行うことを承諾します。 

      年  月  日 

       〒   ― 

     住所 

 申請者                 電話番号   （   ）

     氏名 

※（地域密着型）介護老人福祉施設に入所されている方のみ記入してください。 

津市記入欄 

交 付 年 月 日 備 考 

年  月  日

適 用 年 月 日 

年  月  日から

有 効 期 限 

年  月  日まで



第２号様式（第７条、第９条関係） 

社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書 

（社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置） 

津市指令（記号番号）  

年  月  日  

 （氏 名） 様 

津市長 （氏 名） 印   

     年  月  日付けで申請のありました社会福祉法人等利用者負担
軽減対象確認申請について、津市社会福祉法人等による利用者負担額の軽減制
度に係る助成事業実施要綱第７条第２項の規定により、次のとおり決定しまし
たので通知します。 

被保険者

氏 名

被保険者

番 号

決 定 年 月 日 年  月  日

決 定 事 項 

１

承
認
す
る

適用年月日           年  月  日 

有 効 期 限           年  月  日 

確 認 番 号 

２

承
認
し
な
い

（理 由） 

教示 この通知書に不服がある場合は、この通知書を受け取った日の翌日から起算して３箇月以内

に、三重県介護保険審査会に対して審査請求をすることができます。 

   また、この審査請求に対する裁決書を受け取った日の翌日から起算して６箇月以内に、津市を

被告としてこの処分の取消しの訴えを提起することができます。 

   なお、この訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができない

こととされていますが、行政事件訴訟法第８条第２項各号のいずれかに該当するときは、裁決を

経ないで、訴えを提起することができます。 



第３号様式その１（第７条―第12条関係） 

（表）  （裏） 

注

意

事

項

一

次
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
と
き
は
、
必
ず
事
前
に
、
こ
の
確
認
証
を
事
業
者
に
提
示
し
て
く
だ
さ

い
。

二

対
象
と
な
る
サ
ー
ビ
ス
は
、
訪
問
介
護
、
通
所
介
護
、
短
期
入
所
生
活
介
護
、
定
期
巡
回
・
随
時
対
応

型
訪
問
介
護
看
護
、
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
、
地
域
密
着
型
通
所
介
護
、
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
、

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
、
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
、
複
合
型
サ
ー
ビ

ス
、
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
、
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
、
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介

護
、
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
、
第
１
号
訪
問
事
業
及
び
第
１
号
通
所
事
業
で
す
。

三

こ
の
確
認
証
は
、
三
重
県
及
び
津
市
に
軽
減
を
行
う
こ
と
の
申
出
の
あ
っ
た
事
業
者
の
み
有
効
で
す
。

四

前
記
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
た
場
合
、
利
用
者
負
担
額
（
日
常
生
活
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
は
、
食

費
及
び
居
住
費
（
滞
在
費
又
は
宿
泊
費
）
に
限
る
。
）
が
前
面
に
記
載
さ
れ
て
い
る
軽
減
割
合
に
よ
り

軽
減
さ
れ
ま
す
。

五

介
護
保
険
の
被
保
険
者
の
資
格
が
な
く
な
っ
た
と
き
、
軽
減
措
置
の
要
件
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と

き
、
又
は
軽
減
確
認
証
の
有
効
期
限
に
至
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
の
証
を
津
市
に
返
し
て
く
だ

さ
い
。
ま
た
、
転
出
の
届
出
を
す
る
際
に
は
、
こ
の
証
を
添
え
て
く
だ
さ
い
。

六

こ
の
証
の
表
面
の
記
載
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
十
四
日
以
内
に
、
こ
の
証
を
添
え
て
、
津
市

に
そ
の
旨
を
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

七

不
正
に
こ
の
証
を
使
用
し
た
者
は
、
刑
法
に
よ
り
詐
欺
罪
と
し
て
懲
役
の
処
分
を
受
け
ま
す
。

社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認証

 交付年月日       年  月  日 

確 認 番 号

受

給

者

住 所

フリガナ

氏 名

生年月日 年  月  日 男・女 

介 護 保 険

被保険者番号

適用年月日   年  月  日から 

有 効 期 限   年  月  日まで 

軽 減 割 合   ／100 

発行機関名

及 び 印 
         津市     印  

      電話 



第３号様式その２（第７条―第12条関係） 生活保護受給者用 

（表）  （裏） 

注

意

事

項

一

次
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
と
き
は
、
必
ず
事
前
に
、
こ
の
確
認
証
を
事
業
者
に
提
示
し
て
く
だ

さ

い
。

二

対
象
と
な
る
サ
ー
ビ
ス
は
、
短
期
入
所
生
活
介
護
、
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
介

護
、
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
で
す
。

三

こ
の
確
認
証
は
、
三
重
県
及
び
津
市
に
軽
減
を
行
う
こ
と
の
申
出
の
あ
っ
た
事
業
者
の
み
有
効
で

す
。

四

前
記
の
サ
ー
ビ
ス
の
居
住
費
（
滞
在
費
）
が
表
面
に
記
載
さ
れ
て
い
る
減
額
割
合
よ
り
減
額
さ
れ
ま

す
。

五

生
活
保
護
受
給
者
・
支
援
給
付
受
給
者
で
な
く
な
っ
た
と
き
、
介
護
、
前
期
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す

る
見
込
み
が
な
い
と
き
、
減
額
確
認
証
の
有
効
期
限
に
至
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
の
証
を
津
市

に
返
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
転
出
の
届
出
を
す
る
際
に
は
、
こ
の
証
を
添
え
て
く
だ
さ
い
。

六

こ
の
証
の
表
面
の
記
載
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
十
四
日
以
内
に
、
こ
の
証
を
添
え
て
、
津

市
に
そ
の
旨
を
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

七

不
正
に
こ
の
証
を
使
用
し
た
者
は
、
刑
法
に
よ
り
詐
欺
罪
と
し
て
懲
役
の
処
分
を
受
け
ま
す
。

社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認証
（社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度）

 交付年月日       年  月  日 

確 認 番 号

受

給

者

住 所

フリガナ

氏 名

生年月日 年  月  日 男・女 

介 護 保 険

被保険者番号

適用年月日   年  月  日から 

有 効 期 限   年  月  日まで 

軽 減 割 合 (居住費・滞在費のみ)   100/100

発 行機関名

及 び 印
               津市 印

    電話 

２ ４ ２ ０ １ ６ 



第４号様式（第10条関係） 

社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認証再交付申請書 

 （宛先）津市長 

 次のとおり申請します。 

  申 請年月日 年  月  日

申 請 者 氏

名 
印 本人との関係

申 請 者 住

所 
電 話       

※申請者が被保険者本人の場合、申請者住所・電話番号は記載不要 

被

保

険

者

被保険者番号

フ リ ガ ナ
生年月日 年  月  日 

被保険者氏名
性 別 男 ・ 女 

住 所

電 話       

再交付する証明書 社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認証 

申 請 の 理 由
１ 紛失・焼失 ２ 破損・汚損 ３ その他（  

 ） 


